
御 水 第 6 7 号 

令和６年 10 月 23 日 

 

御前崎市指定給水装置工事事業者 各位 

 

御前崎市長 下村勝 

（上下水道課） 

 

給水装置工事に関する添付書類等の取扱い変更について 

 

 

 日頃、当市の水道事業につきまして、格別の御理解を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、当市における給水装置工事施工の際には、給水装置工事承認申請書等につ

いて各工事事業者様が施主様と調整の上、御提出をいただいていると存じますが、こ

の度、別紙のような事案が複数件発生したことから、給水工事施工における品質確保

のため、添付書類の見直し等について定めましたので通知させていただきます。 

 つきましては、御社内において周知いただくとともに、遺漏なきよう御留意願います。 

 

 

期 日：令和７年１月以降に提出される申請に適用 

         ※本通知が届いてから期日までの間は新旧どちらのチェックリストも有効とします。  
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１、図面の修正が必要な場合は図面の差し替えをお願いします。 

 

これまでは、寸法誤り等の軽微な修正については、当市担当者が工事事業者に電話で確認の

上、当市担当者が数値訂正するというケースもありましたが、修正について現場作業員に伝わって

おらず、修正前の数値により現場施工をされたケースが複数ありました。よって、今後は軽微なもの

であっても当市担当者による修正は行わず、工事事業者様において修正または再提出をお願い

させていただきます。なお、指定期限までに対応がされなかった場合は、申請書一式を返却させて

いただきますので、申請日を改めて再度申請をお願いします。 

 

２、完成時チェックリストに分水施工日と舗装本復旧施工日の記入をお願いします。 

 

分水の施工から舗装本復旧までの期間は一カ月以上空けることとされていますが、一カ月未満で

施工したと思われる現場が複数見受けられました。舗装本復旧工事を別の事業者が施工する場合

は、養生期間について必ず確認してもらうとともに、連絡を密に取っていただきますようお願いしま

す。なお、既定の養生期間を設けていないことが発覚した場合は、再度舗装復旧工事を行ってい

ただく可能性があります。 

 

３、工事写真の撮影時に日付を入れてください。 

 

承認申請書に記載された工事施工期間内に施工されたことの確認のため、写真撮影時には日付

を入れてください。なお、完成時チェックリストのチェック項目にもこのことを追加させていただきま

す。変更後のチェックリスト様式については、御前崎市ホームページに掲載します。 

 

御前崎市 HP アドレス 

https://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/kurashi/kurashi_tetsuduki/jogesuido/suidojigyo/index.html 
 

４、申請時に御提出いただく承諾書・確約書について、原本のコピーでも可とします。 

 

一定の条件下での申請の場合、承諾書や確約書を複数枚御提出いただくことになっていますが、

１部が原本であれば、それ以外の部数はコピーでも可とします。なお、コピーを含んだ御提出の場

合、原本は市役所にて保管させていただきます。 

https://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/kurashi/kurashi_tetsuduki/jogesuido/suidojigyo/index.html


住　　所

施行業者 印

電　　話

　下記の項目について、確認し、完了を報告します。

道路部 ｍ 歩道部 ｍ 私道部 ｍ 宅地内 ｍ

番号 -　　 最終指針 ㎥

※全ての項目をチェックすること。(ただし、該当しない項目については、斜線を引くこと。)

工事箇所 申請者

給水装置工事(完了時)チェックリスト
　年　　月　　日

埋設深度(D.P,m)

チェック
(レ点)

加入口径(mm) φ 取出し管口径(mm) φ

完了時残留塩素 mg/L (0.1mg/L以上)
耐圧試験結果

(1.75MPaで1分)
異常あり・異常なし

廃止する量水器の番号及び指針 ※欄が足りない場合は、別紙を添付すること。

書類

平面図に方位、近隣の概略図、既設管位置、量水器の位置、今回布設位置、延長、口径等を図示した。

詳細図に、主材料、口径の変わる場所、延長を図示した。

標準断面図に、舗装構成、道路幅員、埋設位置、埋設深を図示した。

土工定規図に、埋め戻し材ごとの厚さ、掘削幅、掘削深を図示した。

分水工事から本舗装工事まで一ヵ月以上の養生期間を設けた。 　分水：　　月　　日 本舗装：　　月　　日

特　記　事　項

(受水槽を設置した場合) 受水槽台帳を添付した。

(添架・伏越が必要な場合) その部分の平面図、断面図及び構造図を添付した。

(国道、県道、河川の占用をした場合) 占用工事の完了書類(平面図等)を添付した。

写真

着工前、着工後の布設位置がわかる写真を添付した。

写真に日付を入れて撮影した。

管布設状況(掘削幅、掘削深、布設深、サンドクッション、埋め戻し工)の確認できる写真を添付した。

弁栓設置状況(分水栓、分岐管・バルブ・弁筐・量水器設置工)の確認できる写真を添付した。

(公衆道路内等から引き込み工事を行った場合) 道路復旧状況(掘削幅・深、サンドクッション、埋め戻し等)の確認できる写真を添付した。

その他配管状況の確認できる写真を添付した。


